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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の状況

回次 第17期中 第18期中 第19期中 第17期 第18期

会計期間

自令和２年
10月１日

至令和３年
３月31日

自令和３年
10月１日

至令和４年
３月31日

自令和４年
10月１日

至令和５年
３月31日

自令和２年
10月１日

至令和３年
９月30日

自令和３年
10月１日

至令和４年
９月30日

売上高 （千円） 235,734 245,864 248,594 484,181 506,338

経常利益 （千円） 34,253 44,632 7,620 76,875 83,587

中間（当期）純利益 （千円） 34,838 43,142 6,799 78,373 80,456

持分法を適用した場合の投資

利益
（千円） － － － － －

資本金 （千円） 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000

発行済株式総数 （株） 24,759 24,759 24,759 24,759 24,759

（普通株式）  (20,000) (20,000) (20,000) (20,000) (20,000)

（優先株式）  (4,759) (4,759) (4,759) (4,759) (4,759)

純資産額 （千円） 2,575,856 2,657,923 2,701,561 2,619,392 2,695,237

総資産額 （千円） 2,696,287 2,797,592 2,831,940 2,738,085 2,820,402

１株当たり純資産額 （円） △61,567.15 △57,463.84 △55,281.94 △59,390.39 △55,598.12

１株当たり中間（当期）純利

益
（円） 1,741.90 2,157.12 339.97 3,918.66 4,002.84

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益
（円） － － － － －

１株当たり配当額 （円）      

普通株式  － － － － －

優先株式  － － － 100 100

自己資本比率 （％） 95.5 95.0 95.4 95.6 95.5

営業活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） 38,336 16,964 △3,360 39,403 6,468

投資活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） △6,009 △5,992 44,225 △12,010 △11,992

財務活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） △475 △475 △475 △475 △475

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高
（千円） 68,151 73,713 97,605 63,217 57,216

従業員数
（人）

14 14 12 14 13

（外、平均臨時雇用者数） (48) (44) (47) (46) (44)
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（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

　　　２．持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社がないため記載しておりません。

　　　３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

　　　４．従業員数は、就業人員数を記載しております。なお、従業員欄の（外書）は、臨時雇用者数（パートタイマー

及び嘱託）の期中平均人数であります。
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２【事業の内容】

　当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の親会社株式会社世開）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　　　当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

令和５年３月31日現在
 

従業員数（人） 12（47）

　（注）１．従業員数は、就業人員数であります。

２．従業員数欄の（外書）は、臨時雇用者（パートタイマー及び嘱託）の平均雇用人数であります。

(2）労働組合の状況

労働組合は結成されておりません。尚、労使関係は良好です。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(1) 経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当中間会計期間において、当社の経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標

等について、既に提出した有価証券報告書に記載された内容に比して重要な変更はありません。また、新たに定めた

経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等はありません。

(2) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間会計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について、重要な変更はありません。

また、新たに生じた事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

２【事業等のリスク】

     当中間会計期間において、本半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断

に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」につ

いて重要な変更はありません。

　　　なお、重要事象等は存在しておりません。
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３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（経営成績等の状況の概要)

 

当中間会計期間における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況

の概要は次のとおりであります。

 

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当事業年度における国内経済は、新型コロナウイルス感染症の影響や円安およびロシアのウクライナ侵攻などによる

物価の上昇により停滞し、極めて厳しい状況が続いております。当事業の属するゴルフ場業界につきましては、新型

コロナウイルス感染症の影響が継続する中にあっても、ゴルフは、安心安全なスポーツとして見直されており、来場

者数も増加する傾向にあります。

当クラブにおきましては営業活動の強化、割引制度による利用促進など集客対策を講じた結果来場者数は24,068名

（前年641名増加）となり増員となりました。

これらの結果、売上は248,594千円（前年2,730千円増加）となりました。売上原価は139,995千円（前年3,155千円増

加）となりました。販売費及び一般管理費につきましては117,410千円（前年7,252千円増加）となり営業損失は

8,811千円（前年同期は1,133千円の営業損失）となりました。総資産が2,831,940千円となり、前事業年度に比べ

34,348千円増加しております。

 

　　(2) キャッシュ・フロー

　　　　当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ40,388千円増加

し、当中間会計期間末は97,605千円となりました。

　　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間における営業活動の結果使用した資金は3,360千円（前年同期は16,964千円の資金の増加）とな

りました。これは未払金15,582千円の減少等によるものであります。

　　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間における投資活動の結果、得られた資金は44,225千円（前年同期は5,992千円の資金の使用）と

なりました。これは定期預金の預入による支出50,227千円等によるものであります。

　　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間における財務活動の結果使用した資金は、475千円となり、前年同期と同額になりました。これ

は、優先株式に対する配当金の支払475千円があったことによるものであります。

　　(3) 資本の財源及び資金の流動性

　　　　当社の運転資金需要のうち主なものは、食材の仕入れ、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。

　　　当社は、事業上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、運転資金は現状、自己

資金を基本としております。
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生産、受注及び販売の状況

　当社の実態に即した内容を記載するため、生産実績及び受注実績に代えて収容実績を記載しております。

　　(1) 収容実績

ホール数
（H）

前中間会計期間 当中間会計期間

（自　令和３年10月１日
至　令和４年３月31日）

（自　令和４年10月１日
至　令和５年３月31日）

営業日数
（日）

収容実績（名） １日平均
来場者数
（名）

営業日数
（日）

収容実績（名） １日平均
来場者数
（名）メンバー ゲスト 合計 メンバー ゲスト 合計

18 167 5,418 18,009 23,427 141 171 5,512 18,556 24,068 141

 

(2）販売実績

区分

当中間会計期間
（自　令和４年10月１日
至　令和５年３月31日）

金額（千円） 前年同期比（％）

ゴルフ場売上 225,312 101.1

名義書換料 5,540 95.3

年会費収入 17,741 102.5

その他 － －

合計 248,594 101.1
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財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

    （１）財政状態の分析

（資産の部）

　　　　 当中間会計期間末における流動資産の残高は272,942千円（前事業年度末比2,749千円の減少）となりました。

　　　 この増加の主な要因は、現金及び預金が3,836千円減少したこと等によるものであります。

　　　　 また、固定資産の残高は2,558,997千円（前事業年度末比14,287千円の増加）となりました。

　　　 この増加の主な要因は、貸倒引当金の見直し等によるものであります。

　　　　 （負債の部）

　　　　　当中間会計期間末における流動負債の残高は81,079千円（前事業年度末比3,704千円の増加）となりました。

　　　　この増加の主な要因は、前受金が20,199千円増加したこと等によるものであります。

　　　　　また、固定負債の残高は49,299千円（前事業年度末比1,509千円の増加）となりました。

　　　　この増加の要因は、役員退職慰労引当金が1,640千円増加したことによるものであります。

　　　　（純資産の部）

　　　 当中間会計期間末における純資産の残高は2,701,561千円（前事業年度末比6,323千円の増加）となりました。

 

　　　（２）経営成績の分析

詳細につきましては、「第2　事業の状況　3　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

の分析　業績等の概要　（1）業績」に記載しております。

 

　　　（３）キャッシュ・フローの状況の分析

当社は、事前運営上必要な流動性並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報の源泉を安定的に確保すること

を基本方針としております。

当社の運用資金需要のうち主なものは、ゴルフ場の運営及び維持管理に伴う費用、販売費及び一般管理費等の営

業費用であります。

短期運転資金、および通常の設備投資、長期運転資金につきましては、自己資金を基本としております。

キャッシュ・フローの状況の分析につきましては、「第2　事業の状況　3　経営者による財政状態、経営成績及

びキャッシュ・フローの状況の分析　業績等の概要　（2）キャッシュ・フロー」に記載しております。

 

４【経営上の重要な契約等】

　当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

５【研究開発活動】

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社　明世カントリークラブ(E04739)

半期報告書

 8/33



第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当社は、株式会社世開の所有・管理する明世カントリークラブの運営を行っており、主要な施設につきましては当

社に帰属しておらず、該当事項はありません。

２【設備の新設、除却等の計画】

記載すべき事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 80,000

優先株式 6,000

計 86,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（令和５年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（令和５年６月19日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 20,000 20,000 非上場 （注）3,4,6

優先株式 4,759 4,759 同上 (注)1,2,4,5,6

計 24,759 24,759 － －

 （注）１．優先株式は、現物出資（預託金債権の受入）によって発行されたものであります。

　　　 ２. 優先株式の内容

　　　　(１)　普通株式に優先して、１株につき年200円を限度として利益配当（以後「優先配当金」という）を受けま

す。

　　　　(２)　優先配当金が支払われた後の残余の利益に対しては、配当を受ける権利を有しません。

　　　　(３)　優先配当金の全部、又は一部が支払われていないときは、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積し

た不足額については、優先配当金に先立ってこれを受けるものとします。

　　　　(４)　優先株式の株主は、その所有する優先株式については株主総会における議決権を有しないものとします。

ただし、下記の場合を除くものとします。

　　　　　ア）定時総会において累積的優先株式の優先配当金の全部又は一部が支払われない旨の決議があり、なおかつ

次の定時総会に累積的優先配当金が支払われる旨の議案が提出されないときは、その定時総会の時から議

決権を有します。

　　　　　イ）定時総会において累積的優先株式の優先配当金の全部又は一部が支払われない旨の決議があり、なおかつ

次の定時総会に累積的優先配当金が支払われる旨の議案が提出されたが否決されたときは、その定時総会

終結の時から議決権を有します。

　　　　(５)　優先株式の株主は、当会社の残余財産の分配につき、その優先株式１株につき80万円までは、普通株式の

株主に優先して分配を受けます。

　　　　(６)　優先株式の株主は、前項の優先分配が行われた後の残余の財産に対しては、分配を受ける権利を有しませ

ん。

　    （７） 優先株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければなりません。

　　　 （８） 優先的配当を受ける権利を有する株式です。

　    ３．普通株式の内容

　　　　　（１）完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。

　　　　　（２）普通株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければなりません。

　　　 ４．当社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければなりません。

　　　 ５．当社は、優先株式を引き受ける者の募集について、優先株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の　　

決議を要しません。

　　　 ６．普通株式と優先株式は単元株制度を採用していません。
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（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　　該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

　　　　　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 　　　　 該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

令和４年10月１日～

令和５年３月31日
－ 24,759 － 95,000 － 1,903,600

 

（５）【大株主の状況】

 

 ①所有株式数別

  令和５年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

株式会社世開 瑞浪市明世町月吉1112-88 20,106 81.20

一宮土地建物株式会社 一宮市神山１－14－24 42 0.16

東京フィナンシャル・ホール

ディングス株式会社
東京都中央区京橋1-7-1 35 0.14

株式会社フジトランスコーポ

レーション
名古屋市港区入船1-7-41 24 0.09

豊島株式会社 名古屋市中区錦2-15-15 15 0.06

株式会社名古屋食糧 名古屋市中村区名駅南2-2-24 14 0.05

日本車輛製造株式会社 名古屋市熱田区三本松町1-1 14 0.05

中央紙器工業株式会社 西春日井郡春日町大字落合字宮重町363 13 0.05

福玉株式会社 丹羽郡大口町御供所1-65 12 0.04

福玉精穀倉庫株式会社 丹羽郡大口町御供所1-65 12 0.04

計 － 20,287 81.93

 

 ②所有議決権数別

  令和５年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数

（個）

総株主の議決権に
対する所有議決権
数の割合（％）

株式会社世開 瑞浪市明世町月吉1112-88 20,000 100.00

計 － 20,000 100.00
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

令和５年３月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 優先株式　4,759 －
優先的配当を受ける権利

を有する優先株式（注）

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　20,000 20,000 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 24,759 － －

総株主の議決権 － 20,000 －

（注）優先株式の内容につきましては「１　株式等の状況(1) 株式の総数等②発行済株式(注)２」に記載しております。

②【自己株式等】

令和５年３月31日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

 

２【役員の状況】

　　　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について

　当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づき、中間会計期間（令和４年10月１日から令和５年３月

31日まで）の中間財務諸表について、公認会計士早稲田和大氏により中間監査を受けております。

 

３．中間連結財務諸表について

　　当社は子会社を有していないため、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(令和４年９月30日)
当中間会計期間

(令和５年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 242,970 239,133

棚卸資産 8,975 9,393

未収入金 25,198 25,741

その他 762 1,035

貸倒引当金 △2,216 △2,362

流動資産合計 275,692 272,942

固定資産   

有形固定資産 ※１ 0 ※１ 0

無形固定資産 125 －

投資その他の資産   

預託金債権 3,807,200 3,807,200

繰延税金資産 2,481 2,162

その他 320 320

貸倒引当金 △1,265,417 △1,250,685

投資その他の資産合計 2,544,584 2,558,997

固定資産合計 2,544,709 2,558,997

資産合計 2,820,402 2,831,940

負債の部   

流動負債   

未払金 52,228 36,646

未払法人税等 502 502

賞与引当金 5,540 5,294

契約負債 2,482 1,892

その他 16,620 36,744

流動負債合計 77,374 81,079

固定負債   

退職給付引当金 14,375 14,244

役員退職慰労引当金 33,415 35,055

固定負債合計 47,790 49,299

負債合計 125,164 130,379
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(令和４年９月30日)
当中間会計期間

(令和５年３月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 95,000 95,000

資本剰余金   

資本準備金 1,903,600 1,903,600

その他資本剰余金 2,001,461 2,000,985

資本剰余金合計 3,905,061 3,904,585

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △1,304,824 △1,298,024

利益剰余金合計 △1,304,824 △1,298,024

株主資本合計 2,695,237 2,701,561

純資産合計 2,695,237 2,701,561

負債純資産合計 2,820,402 2,831,940
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②【中間損益計算書】

  (単位：千円)

 
前中間会計期間

(自　令和３年10月１日
　至　令和４年３月31日)

当中間会計期間
(自　令和４年10月１日
　至　令和５年３月31日)

売上高 245,864 248,594

売上原価 136,840 139,995

売上総利益 109,024 108,599

販売費及び一般管理費 110,158 117,410

営業損失（△） △1,133 △8,811

営業外収益 ※１ 45,766 ※１ 16,432

経常利益 44,632 7,620

税引前中間純利益 44,632 7,620

法人税、住民税及び事業税 502 502

法人税等調整額 987 319

法人税等合計 1,490 821

中間純利益 43,142 6,799
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自　令和３年10月１日　至　令和４年３月31日）

     (単位：千円)

 株主資本

純資産合計
 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計 
資本準備金 その他資本剰余金

その他利益剰余金

 繰越利益剰余金

当期首残高 95,000 1,903,600 2,001,937 △1,381,145 2,619,392 2,619,392

会計方針の変更による累
積的影響額

－ － － △4,135 △4,135 △4,135

会計方針の変更を反映し
た当期首残高

95,000 1,903,600 2,001,937 △1,385,280 2,615,256 2,615,256

当中間期変動額       

剰余金の配当 － － △475 － △475 △475

中間純利益 － － － 43,142 43,142 43,142

当中間期変動額合計 － － △475 43,142 42,666 42,666

当中間期末残高 95,000 1,903,600 2,001,461 △1,342,138 2,657,923 2,657,923

 

当中間会計期間（自　令和４年10月１日　至　令和５年３月31日）

     (単位：千円)

 株主資本

純資産合計
 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計 
資本準備金 その他資本剰余金

その他利益剰余金

 繰越利益剰余金

当期首残高 95,000 1,903,600 2,001,461 △1,304,824 2,695,237 2,695,237

会計方針の変更による累
積的影響額

－ － － － － －

会計方針の変更を反映し
た当期首残高

95,000 1,903,600 2,001,461 △1,304,824 2,695,237 2,695,237

当中間期変動額       

剰余金の配当 － － △475 － △475 △475

中間純利益 － － － 6,799 6,799 6,799

当中間期変動額合計 － － △475 6,799 6,323 6,323

当中間期末残高 95,000 1,903,600 2,000,985 △1,298,024 2,701,561 2,701,561
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：千円)

 
前中間会計期間

(自　令和３年10月１日
　至　令和４年３月31日)

当中間会計期間
(自　令和４年10月１日
　至　令和５年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益 44,632 7,620

減価償却費 150 125

賞与引当金の増減額（△は減少） △901 △246

ポイント引当金の増減額（△は減少） △1,856 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 855 △130

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,640 1,640

貸倒引当金の増減額（△は減少） △43,434 △14,586

受取利息及び受取配当金 △3 △2

棚卸資産の増減額（△は増加） 150 △416

未収入金の増減額（△は増加） △1,283 △542

未払金の増減額（△は減少） 5,066 △15,582

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,931 △270

預り金の増減額（△は減少） △288 △44

前受金の増減額（△は減少） 19,475 20,199

契約負債の増減額（△は減少） － △590

その他 △1,135 △33

小計 21,137 △2,860

利息及び配当金の受取額 3 2

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △4,176 △502

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,964 △3,360

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △6,002 △6,001

定期預金の払戻による収入 － 50,227

預り保証金の返還による支出 10 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,992 44,225

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △475 △475

財務活動によるキャッシュ・フロー △475 △475

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,496 40,388

現金及び現金同等物の期首残高 63,217 57,216

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※１ 73,713 ※１ 97,605
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品

　先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用し

ております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法

主な耐用年数は次のとおりであります。

器具備品　４年～20年

(2) 無形固定資産

　　定額法

　自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当中間会計期間に負担すべき金額を計上してお

ります。

(3) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、

当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

 

４．中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

５．収益及び費用の計上基準

　当クラブの会員並びにゲストのゴルフプレーフィに係るゴルフ場売上、売店の利用に係るレストラン・プ

ロショップ売上については、来場日におけるサービス提供完了時点で収益を認識しております。

　年会費収入は、当該使用期間にわたり均等に収益を認識しております。

 

６．その他中間財務諸表作成のための重要な事項

　当該事項はありません。
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（会計方針の変更）

該当事項はありません。

 

（表示方法の変更）

該当事項はありません。

 

（会計上の見積りの変更）

該当事項はありません。

 

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り

当社は、新型コロナウイルス感染症の影響が一定期間にわたり継続するものと仮定して、中間財務諸表を作成

しております。

なお、前事業年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定

について重要な変更はありません。
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（中間貸借対照表関係）

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

                                                   前事業年度
（令和４年９月30日）

             当中間会計期間
（令和５年３月31日）

4,579千円 4,579千円

 

（中間損益計算書関係）

※１　営業外収益のうち主要なもの

 
　　　　　前中間会計期間

（自　令和３年10月１日
至　令和４年３月31日）

　　　　　当中間会計期間
（自　令和４年10月１日
至　令和５年３月31日）

受取利息 3千円 2千円

ポイント引当金戻入益 1,856 －

貸倒引当金戻入益 43,434 14,586

雑収入 472 1,843

 

減価償却実施額

 
　　　　　前中間会計期間

（自　令和３年10月１日
至　令和４年３月31日）

　　　　　当中間会計期間
（自　令和４年10月１日
至　令和５年３月31日）

無形固定資産 150 －
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　令和３年10月１日　至　令和４年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

 
当事業年度期首株式
数（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

発行済株式     

普通株式 20 － － 20

　優先株式 4 － － 4

合計 24 － － 24

 

２．配当に関する事項

(1)配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

令和３年12月16日

定時株主総会
 優先株式 475 100 令和３年９月30日 令和３年12月16日

 

当中間会計期間（自　令和４年10月１日　至　令和５年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

 
当事業年度期首株式
数（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

発行済株式     

普通株式 20 － － 20

　優先株式 4 － － 4

合計 24 － － 24

 

２．配当に関する事項

(1)配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

令和４年12月14日

定時株主総会
 優先株式 475 100 令和４年９月30日 令和４年12月14日
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前中間会計期間

(自　令和３年10月１日
　至　令和４年３月31日)

当中間会計期間
(自　令和４年10月１日
　至　令和５年３月31日)

現金及び預金勘定 253,466千円 239,133千円

計 253,466 239,133

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △179,753 △141,528

現金及び現金同等物期末残高 73,713 97,605

 

（リース取引関係）

　該当事項はありません。

（金融商品関係）

　　　　　１.金融商品の時価等に関する事項

　　　　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります

　　　　　Ⅰ.　前事業年度(自 令和3年10月１日 至 令和4年9月30日)

 
貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)

(資産)    

(１)未収入金 25,198 25,198 －

(２)預託金債権 3,807,200 － －

　　貸倒引当金 △1,265,417 － －

 2,541,782 2,078,983 △462,799

資産計 2,566,981 2,104,182 △462,799

(負債)    

(１)未払金 52,228 52,228 －

(２)未払法人税等 502 502 －

(３)未払消費税等 3,336 3,336 －

負債計 56,067 56,067 －

 

　　　　　(注１) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価

　　　　　額に近似するものであることから、記載を省略しております。

 

　　　　　Ⅱ.　当中間会計期間(自 令和4年10月１日 至 令和5年3月31日)

 
貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)

(資産)    

(１)未収入金 25,741 25,741 －

(２)預託金債権 3,807,200 － －

　　貸倒引当金 △1,250,685 － －

 2,556,514 2,077,005 △479,508

資産計 2,582,256 2,102,747 △479,508

(負債)    

(１)未払金 36,646 36,646 －

(２)未払法人税等 502 502 －

(３)未払消費税等 3,066 3,066 －

負債計 40,214 40,214 －

　　　　　(注１) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価

　　　　　額に近似するものであることから、記載を省略しております。

　　　　　２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　　　　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
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　　　　分類しております。

 

　　　　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

　　　　の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

　　　　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

　　　　に係るインプットを用いて算定した時価

　　　　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

 

　　　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

　　　　属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

　　　　(1) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

 

　　　前事業年度(令和4年9月30日)

　　　　　当該事項はありません。

 

　　　当中間会計期間(令和5年3月31日)

　　　　　当該事項はありません。

 

　　　　(2) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

　　　　前事業年度(令和4年9月30日)

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

(1) 未収入金 － 25,198 － 25,198

(2) 預託金債権 － 2,078,983 － 2,078,983

資産計 － 2,104,182 － 2,104,182

(1) 未払金 － 52,228 － 52,228

(2) 未払法人税等 － 502 － 502

(3) 未払消費税等 － 3,336 － 3,336

負債計 － 56,067 － 56,067
     
 

　　　　当中間会計期間(令和5年3月31日)

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

(1) 未収入金 － 25,741 － 25,741

(2) 預託金債権 － 2,077,005 － 2,077,005

資産計 － 2,102,747 － 2,102,747

(1) 未払金 － 36,646 － 36,646

(2) 未払法人税等 － 502 － 502

(3) 未払消費税等 － 3,066 － 3,066

負債計 － 40,214 － 40,214
 
 
　　　　（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　　未収入金

　　　これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用リスクを

　　加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

 

 

　　　　預託金債権

　　　　　預託金債権の時価は、その将来キャッシュ・フローと国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを

　　　　上乗せした利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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　　　未払金、未払法人税等及び未払消費税等

　　　これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローと、返済期日

　　までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価

　　に分類しております。

 

（有価証券関係）

　前事業年度末（令和４年９月30日現在）及び当中間会計期間末（令和５年３月31日現在）

　該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

　前事業年度（自　令和３年10月１日　至　令和４年９月30日）及び当中間会計期間（自　令和４年10月１日

　至　令和５年３月31日）

　当社はデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

　前中間会計期間（自　令和３年10月１日　至　令和４年３月31日）及び当中間会計期間（自　令和４年10月

　１日　至　令和５年３月31日）

　該当事項はありません。

 

 

（持分法損益等）

　当社は、関連会社がないため、該当事項はありません。

（資産除去債務関係）

　　　　　該当事項はありません。
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（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前中間会計期間（自 令和３年10月１日 至 令和４年３月31日）　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 
一時点で移転される財

及びサービス

一定期間にわたり移転

される財及びサービス

顧客との契約から

生じる収益
外部顧客への売上高

ゴルフ場売上 105,782 － 105,782 105,782

キャディフィ売上 3,736 － 3,736 3,736

カートフィ売上 52,744 － 52,744 52,744

レストラン売上 51,948 － 51,948 51,948

用品売上 4,209 － 4,209 4,209

その他売上 4,335 － 4,335 4,335

年会費 － 17,297 17,297 17,297

名義書換 5,810 － 5,810 5,810

合計 228,567 17,297 245,864 245,864

 

当中間会計期間（自 令和４年10月１日 至 令和５年３月31日）　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 
一時点で移転される財

及びサービス

一定期間にわたり移転

される財及びサービス

顧客との契約から

生じる収益
外部顧客への売上高

ゴルフ場売上 104,956 － 104,956 104,956

キャディフィ売上 3,014 － 3,014 3,014

カートフィ売上 54,121 － 54,121 54,121

レストラン売上 54,619 － 54,619 54,619

用品売上 4,575 － 4,575 4,575

その他売上 4,024 － 4,024 4,024

年会費 － 17,741 17,741 17,741

名義書換 5,540 － 5,540 5,540

合計 230,852 17,741 248,594 248,594

 
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

重要な会計方針「５．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末に

おいて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

（1） 契約資産及び契約負債の残高等

 前事業年度（千円） 当中間会計期間（千円）

契約負債（期首残高） 0 2,482

契約負債（期末残高） 2,482 1,892

契約負債は、自社ポイント制度により算出し計上したものである。

中間会計期間末の契約負債残高は、下期以降に収益認識に伴い取り崩されます。
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（2）残存履行義務に配分した取引価格

残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下の通りであります。

前中間会計期間（自 令和３年10月１日 至 令和４年９月30日）

 前事業年度（千円）

令和５月９月期 1,241

令和６年９月期 1,241

合計 2,482

 

当中間会計期間（自 令和４年10月１日 至 令和５年３月31日）

 当中間会計期間（千円）

令和５年９月期下期 473

令和６月９月期 946

令和７年９月期 473

合計 1,892
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前中間会計期間（自　令和３年10月１日　至　令和４年３月31日）

当社は、ゴルフ事業の単一のセグメントであるため記載を省略しております。

Ⅱ　当中間会計期間（自　令和４年10月１日　至　令和５年３月31日）

当社は、ゴルフ事業の単一のセグメントであるため記載を省略しております。

 

【関連情報】

Ⅰ　前中間会計期間（自　令和３年10月１日　至　令和４年３月31日）

１．サービスごとの情報

当社は、ゴルフ場事業として単一のサービスを提供しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

当社の外部顧客への売上高はすべて本邦におけるものであります。

(2）有形固定資産

当社の有形固定資産は、すべて本邦に所在しております。

３．主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する売上高で中間損益計算書の売上高の10％以上を占めるものがないため、記載を

省略しております。

 

Ⅱ　当中間会計期間（自　令和４年10月１日　至　令和５年３月31日）

１．サービスごとの情報

当社は、ゴルフ場事業として単一のサービスを提供しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

当社の外部顧客への売上高はすべて本邦におけるものであります。

(2）有形固定資産

当社の有形固定資産は、すべて本邦に所在しております。

３．主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する売上高で中間損益計算書の売上高の10％以上を占めるものがないため、記載を

省略しております。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前中間会計期間（自　令和３年10月１日　至　令和４年３月31日）

該当事項はありません。

当中間会計期間（自　令和４年10月１日　至　令和５年３月31日）

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前中間会計期間（自　令和３年10月１日　至　令和４年３月31日）

該当事項はありません。

当中間会計期間（自　令和４年10月１日　至　令和５年３月31日）

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前中間会計期間（自　令和３年10月１日　至　令和４年３月31日）

該当事項はありません。

当中間会計期間（自　令和４年10月１日　至　令和５年３月31日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

 
前中間会計期間

(自　令和３年10月１日
　至　令和４年３月31日)

当中間会計期間
(自　令和４年10月１日
　至　令和５年３月31日)

　　１株当たり中間純利益 2,157.12円 339.97円

（算定上の基礎）   

中間純利益（千円） 43,142 6,799

普通株主に帰属しない金額（千円）   

普通株式に係る中間純利益（千円） 43,142 6,799

普通株式の期中平均株式数（株） 20,000 20,000

 

　  （注）前中間会計期間及び当中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益には、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

 

 
前事業年度

（令和４年９月30日）
当中間会計期間

（令和５年３月31日）

１株当たり純資産額 △55,598.12円 △55,281.94円

（算定上の基礎）   

純資産の部の合計額（千円） 2,695,237 2,701,561

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） △3,807,200 △3,807,200

（うち優先株式払込額）（千円） ( － ) ( － )

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額

（千円）
△1,111,962 △1,105,638

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末

（期末）の普通株式の数（株）
20,000 20,000

 

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

（２）【その他】

　特記すべき事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】
　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

　事業年度（第18期）（自　令和３年10月１日　至　令和４年９月30日）令和４年12月27日東海財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

 

 令和５年６月18日

株式会社　明世カントリークラブ  

 

 取締役会　御中   

 

   

 

   　　早稲田公認会計士事務所  

   　　愛知県瀬戸市  

   公認会計士 早稲田　和大  

 

中間監査意見

　私は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げ

られている株式会社明世カントリークラブの令和4年10月１日から令和5年9月30日までの第19期事業年度

の中間会計期間(令和4年10月１日から令和5年3月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対

照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針

及びその他の注記について中間監査を行った。

　私は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社明世カントリークラブの令和5年3月31日現在の財務状態並びに同日をもって終了

する中間会計期間(令和4年10月１日から令和5年3月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 

中間監査意見の根拠

　私は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中

間監査の基準における私の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。私

は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ

の他の倫理上の責任を果たしている。私は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠

を入手したと判断している。
 

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中

間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示

のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び

運用することが含まれる。

　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準

に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
 

中間財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表

示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監

査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正

又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表

示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断に

よる。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査

手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間

財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じ

て追加の監査手続が選択及び適用される。

・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の

作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確

実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、

中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する

中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが

求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来

の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作

成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内

容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評

価する。

　監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているそ

の他の事項について報告を行う。
 

利害関係

　会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以上

 

　（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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